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1
ＡＮ／ＢＲＴ－１－Ｎ１　スロットブイの製
造に係る契約

イ 28.9.30

ＡＮ／ＢＲＴ－１－Ｎ１スロットブイに必要となるライセンス
実施権を米国ロッキードマーチンシピカン社から認められ
ていること又は認められる見込みがあることが証明できる
こと。

2
ＳＵＳ　ＭＫ８４　ＭＯＤ１－Ｎの製造に
係る契約

イ 28.9.30

ＳＵＳ　ＭＫ８４　ＭＯＤ１－Ｎの製造に必要となるライセン
ス実施権を米国ロッキードマーチンシピカン社から認めら
れていること又は認められる見込みがあることが証明でき
ること。

3
対潜水艦用モールス弾の製造に係る契
約

イ 28.9.30

対潜水艦用モールス弾の製造に必要となるライセンス実
施権を米国ロッキードマーチンシピカン社から認められて
いること又は認められる見込みがあることが証明できるこ
と。

4 捜索用レーダ（ＨＰＳ－１０６・Ｐ－１用） エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防
衛装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請
負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特
定の機器も含む。）であって、製造に必要となる技術又は
設備等（技術、設備等を他社に移譲している場合には、
その移譲会社を含む。）を有する事を証明できること。

5 ＶＯＲ／ＩＬＳ機上装置　ＨＲＮ－１２２ エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防
衛装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請
負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特
定の機器も含む。）であって、製造に必要となる技術又は
設備等（技術、設備等を他社に移譲している場合には、
その移譲会社を含む。）を有する事を証明できること。

対象契約一覧表

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第１班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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6 電波高度計　ＨＰＮ－１０３ エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防
衛装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請
負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特
定の機器も含む。）であって、製造に必要となる技術又は
設備等（技術、設備等を他社に移譲している場合には、
その移譲会社を含む。）を有する事を証明できること。

7 ターレット／シーカ制御切替器 エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防
衛装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請
負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特
定の機器も含む。）であって、製造に必要となる技術又は
設備等（技術、設備等を他社に移譲している場合には、
その移譲会社を含む。）を有する事を証明できること。

8 シーカ画像分配器 エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防
衛装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請
負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特
定の機器も含む。）であって、製造に必要となる技術又は
設備等（技術、設備等を他社に移譲している場合には、
その移譲会社を含む。）を有する事を証明できること。

9
ミサイル模擬光源器（将来ミサイル警戒
技術の研究試作用）の製造

カ 28.9.30

　将来ミサイル警戒技術（その１）、（その２）及び（その３）
の研究試作契約に付随して実施が必要となる試作品の
機能・性能の確認に係る部品の製造に必要となる技術又
は設備等を有する事を証明できること。

10 自機防御装置ＨＬＱ－４ エ 28.11.17

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防
衛装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請
負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特
定の機器も含む。）であって、製造に必要となる技術又は
設備等（技術、設備等を他社に移譲している場合には、
その移譲会社を含む。）を有する事を証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第１班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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11 試験用空中線 カ 29.1.18

　短波帯表面波レーダの研究試作及び（その２）の研究
試作契約に付随して実施が必要となる試作品の機能・性
能の確認に係る部品の製造に必要となる技術又は設備
等を有する事を証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響
  調達官付
　調達第１班
　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408


